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都道府県 市町村(保険者)

国
負担率、調整交付金の交付、要介護・要支援の認定基準、介護報酬の算定基準、介護保険事業計画の基本指針の策定
(区分・福祉用具購入費・住宅改修費)支給限度基準額

・介護保険審査会の設置・運営

・都道府県介護認定審査会の設置

・財政安定化基金の設置・運営

・介護サービス情報の公表

・介護支援専門員（登録、証交付、研修）

・指定市町村事務事務受託法人の指定

・左側の運営基準・指定

・特別会計の設置

・１号被保険者の保険料率の決定

・保険料滞納被保険者に対する措置（償還払い化→一時差し止め→相殺）

・介護認定審査会の設置

・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金返済

・区分支給限度基準額の上乗せ

・福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ

・住宅改修費支給限度基準額の上乗せ

・種類支給限度基準額の設定

・地域包括支援センターの設置

・地域支援事業の実施（1号事業者の指定）

・事業者への立入検査

・右側の運営基準・指定

居宅サービス

・訪問 ほ1 訪問介護
2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 つ6 通所介護
7 通所リハビリ
・短期 た8 短期入所生活介護

9 短期入所療養介護
・その他 10特定施設入居者生活介護

11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

施設サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保険施設
・介護医療院
・介護療養型医療施設

地域密着型サービス

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

支援
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市町村介護保険事業計画

・⑥

・⑦

・⑧

・地域支援事業（市町村相互間の連絡調整を除く）

・介護給付等対象サービスの種類ごとの量

・市町村が取り組むべき自立支援施策

・事業等を行う者相互間の連携の確保

・業務の効率化および質の向上

・有料老人ホームおよびサ高住の入居定員総数
・認知症に関する施策の総合的な推進

国
介護保険事業計画の基本指針

3年を1期：一体のものとして作成するべき計画は老人福祉計画（整合性×、調和×）5

都道府県介護保険事業支援計画

・介護専用型特定施設入居者生活介護

・⑦

・⑧

・介護保険施設

・市町村相互間の連絡調整

・介護給付等対象サービスの量

・市町村の自立支援施策への支援

・介護サービス情報の公表
・業務の効率化および資の向上
・有料老人ホームおよびサ高住の入居定員総数

言い忘れていますが、介護サービス情報
の公表は、全て都道府県の計画です

6

2020年改正

市町村保険事業計画の見直し 定めるよう努める事項の追加

①有料老人ホームおよびサ高住それぞれの入居定員総数
②介護支専門員その他の従業者の確保および資質の向上ならびにその業務の効率化および質の
向上に資する都道府県と連携した取り組みに関する事項
③認知症である被保険者の地域における自立した日常生活の支援に関する事項、教育、地域づくり
および雇用に関する施策など認知症に関する施策の総合的な推進に関する事項

都道府県介護保険事業支援計画の見直し 定めるよう努める事項の追加

①有料老人ホームおよびサ高住のそれぞれの入居定員総数
②介護支専門員その他の介護給付等対象サービスおよび地域支援事業に従事する者の確保およ
び資質の向上ならびにその業務の効率化および質の向上に資する事項
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・やり過ぎない！先ずは正確に名前と組み合わせを覚えること
・介護保険には保険給付と地域支援事業があるが合体させて考
えると分かりやすい

・保険給付の３階建てビル→介護保険の３階建てビル
・２階A1,6は1階の総合事業に移行
・2号被保険者の保険料は認定者が利用するところまで
・階が上がるにつれ介護度上がる(受けられるサービスが違う)

・1Fと2～3Fの違いは介護認定審査会審査判定を受けるか否か

保険給付は3階建てビル
↓

介護保険は3階建てビル

介護給付

予防給付

市町村特別給付

地域支援事業

現物

償還

現物

償還

地域支援事業

介護保険

保険給付
介護給付
予防給付

市町村特別給付

地域支援事業
総合事業

包括的支援事業
任意事業

1階の地域支援事業について説明

介護保険は
3階建てビル

介護給付

予防給付

地域支援事業

介護予防・日常生
活支援

総合事業

包括的支援
事業

任意事業

一般介護予防事業

介護予防ケアマネジメント

介護給付等費用適正化事業

介護予防・生活支援サービス事業
（1号事業）

総合相談支援事業

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

地域ケア会議推進事業
(地域ケア会議の設置は努力)

認知症総合支援事業

家族介護支援事業

１号訪問事業 ほ１

１号通所事業 つ６

１号生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

対象者

地域支援事業

10

介護予防・生活支援サ
ービス事業(1号事業)

要介護者＋要支援＋基本チェッ
クリスト該当者

一般介護予防事業 1号被保険者（要支援＋要介護）

〇年〇組と担任と生徒名の組み合わせが違ってい
たら×
2020年の法改正についてみていきます
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2020地域支援事業の改正

・介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業(1号事業)につ
いて、要介護者も利用することが可能
ただし、要介護認定前から介護予防・生活支援サービスを継続的に利用していた人に限る。それに伴いサービス費
用は国が定める額を勘案して市町村が定める額となった。

・包括的支援事業の生活支援体制整備事業に就労的活動支援コーディネーターを配置
高齢者の社会参加等を推進
生活支援体制整備事業のキーワード：生活支援コーディネーター、就労的活動支援コーディネーター

・包括的支援事業の認知症総合支援事業にチームオレンジを整備
認知症の人やその家族の支援ニーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組みであるチームオレンジ
の活動の中核的な役割を担うチームオレンジコーディネーターを市町村や地域包括支援センター、認知症疾患医
療センターなどに配置し「共生」の地域づくりを推進
認知症総合支援事業のキーワード：認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援チーム、オレンジコーディネーター、オレンジチーム

介護保険全体(保険給付＋地域支援事業)の引出しについておさらい

居宅サービス
・訪問 1 訪問介護

2 訪問入浴介護
3 訪問看護
4 訪問リハビリ
5 居宅療養管理指導

・通所 6 通所介護
7 通所リハビリ

・短期入所 8 短期入所生活介護
9 短期入所療養介護

・その他 10特定施設入居者生活介護
11福祉用具貸与
12特定福祉用具販売

施設サービス
・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

地域密着型サービス

①定期巡回・随時対応型

②夜間対応型訪問介護

③地域密着型通所介護

④認知症対型通所介護

⑤小規模多機能型居宅介護

⑥認知症対応型共同生活介護

⑦地域密着型特定施設入居者

⑧地域密着型介護老人福祉施設

⑨看護小規模多機能型居宅介護

居宅介護支援

居宅介護サービス費

地域密着型介護サービス費

居宅介護サービス計画費

施設介護サービス費

特定入所者介護サービス費
12

介護給付

予防給付

地域支援事業

現物

償還

現物

償還

これがイメージできると
介護支援分野で得点できます！

居12 地9

施4 支1

居10 地3

支1

５種類

５種類

総

包

任

一般介護予防事業

介護予防・生活支援サービス事業（1号事業）

2階ではDのサービスは受けられない

介護予防ケアマネジメント

総合相談支援事業

権利擁護業務

包括的・継続的ケアマネジメント

在宅医療・介護連携推進事業

生活支援体制整備事業

地域ケア会議推進事業

認知症総合支援事業

介護給付等費用適正化事業

家族介護支援事業

１号訪問事業 １

１号通所事業 ６

１号生活支援事業

介護予防ケアマネジメント

介護予防把握事業

介護予防普及啓発事業

地域介護予防活動支援事業

一般介護予防事業評価事業

地域リハビリテーション活動支援事業

介護保険全体の引出し
介護保険は3段建てビル
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